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ChristopherStGermanのエクイテイ論
｢良心」と「ルール」の関係を'''心に

一▲＿●

「＝8

1示Tｌ 友希子

はじめに

ChristopherSt・Ｇｅｒｍ(lII（c､１`160-1541）は，ミドル・テンプルに所属する。
（１） 

モン・ロー法曹であり，彼の法思想の重要Ilkは，多くの法制史家によって繰り返

し指摘されてきた。たとえばＰ・ViIlogradolTは，テューダー王朝初期について
（２） 

(i)}究する者は，彼の;衿作を避けてとおることができないと言っているし，‘LL、

BartoIlは，「今日我々が，良心の栽判所ではなくエクイティの裁判所を持つよ
（３） 

うになったのは，他でもなくＳｔ.（lerｍａｎに負うところが大きい」と評Ⅲiしてい

る。Ｓ・ＦＣ・Milsomもまた，Ｓし（}Cl､ｍａｎの法思想は「イングランド法思想史上，

]､i要な段階であった。というのは，それが新しいものであったからではなく，［|’
（１）（５） 

ｌｕと近代を結びつけたからである」と指摘している。

だが，ＳＬ・Germallが，主著Doctoﾉ.α"(/ＳＭ/cﾉＭで''１世哲学およびキリスト

教１Jl想に[|配りしながら「良心」概念を手がかりにしつつイングランド法のあり
（６） 

方を論じ始めたこと，更に宗教改革期にＴｌ】ｏｍａｓＭｏ1℃と聖俗梅ﾌﾞﾉをめぐる論
（７） 

争を腱|淵していることなどを考Miすると，彼の思想の全体的な理解が容易でない

ことは，想像にかたくないだろう。先行研究はいずれも，Ｓｔ､Ｇｅｌ､ｍａｎの法思想

の菰嬰性を認識しており，それゆえ様々なアプローチを試みてきたわけだが，い

ずれも中世哲学やカノンitﾉﾐとのＩＨＩ係，あるいは王樅と教皇権をめぐる争いという
（８） 

政治的な背景の解明が''１心であったことは否定できない。彼の法思想それ'二１体を

WJMi成する試みがなされて来なかった最大の理ｌｌ１は，Ｓｔ・Ｇｅｒｍａｎが，エクイテ

ィを，神法や理性の法と矛府することなく，イングランド王I玉|における一般的な
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";，すなわちコモン・’１－と洲fⅡすることを説'ﾘ}しようとし，その際に「良心」

に重要な役割を担わせたという事実がもつ歴史的な意義を軽視してきたことにあ

ったのではないだろうか。つまり，ときに「大法官の足」と椰楡されてきたこの

良心概念の理解に，〃《制史家|`1身も振り回されてきたことこそ，問題をさらに銑
（９） 

線したものにしてきたのではないだろうか。もちろん，「良心」という111語．慨
（10） 

念は，元来，多義的なものであるから，その点を－１．分に１Ｍiまえながら検討を進め

る必要があるのも碓かではあるのだが。

確かに，１５世紀後半から１６世紀前半の11ｷW1に，コモン・ロー裁判所で処nl1し

えなかった事例に対して大法'1:『府裁判所が提供し/こ新しい救済が，大tﾉﾐ官の良心

に従ったものであったことはlll1違いない。しかし，多くの場合，その救済を可能

にする手続を開始する{lil金付r{喚令状の発給は大"《官の裁量だけで決定されてお

らず，大法官府裁判所内部で検討されていたこと，更にはコモン・ロー裁判所の

jl1ll事も参加した財務府会識家でも議論されていたという11;実も，忘れてはならな
（11） 

い。大法官の「良心」は，すでにイングランドiﾉﾐのIllで確かな位置と意義を確保

していたのである。
（12） 

そこで本稿では，Ｓｔ,001,11Mｍの主著であるDocto/･(IﾉldiStl((/e/2ｔを１''心に，

彼がエクイティをどのように位置づけ，機能させようとしていたのかという問題

に絞って考察し，近代初期イングランド法における「エクイティ」確立のプロセ

スがもっていた特徴を思想(l(jな観点から探ることにしたい。すなわち，Ｓｔ､ＧＯＴ‐

ｍａｎの主張するエクイティをめぐる「根拠｣，その「ルール」化それらを可能

にした「良心」論に着|］し，エクイティがイングランド法の1つとして定着，こ

れによりコモン・ロー・システムが拡充されていく１Ｍi史的なプロセスへの注目で

ある。この作業を経ることにより，なぜ「良心の蛾)l1ll所でなくエクイティの裁判

所を持つようになった」のか，またどのような点が「ＬＩｌｌＵｔと近代を桔びつけた」

｢イングランド法思想史上，甑要な段階であった」のか，これもまたｌＩｌ１接的とは

いえ，明らかになるはずである。
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C1lriSIol)hOrSt.(】Crmanのエクイティ論（高）

１．コモン・ロ_の欠'1mとエクイティによる補完

Ｓｔ.（IermaIlは自らの主ﾘＩｉを展開するにあたって，既存のコモン・ロ－では救

済不可能な債務二重払いの可能性のある事例がｲﾄﾞ在することから始める。

ある債務者が金銭債務証Ｉ!「によって金銭の支払を義務づけられ，その後，当該

債ｉｌｊｆを履行した。しかし支払の際に，当該債務の履行を証IﾘＩする(ili務消滅証(1)を

受航し忘れた，あるいは受慨したがその後紛失してしまった。このような状ltl下

で，かっての償権者がｉｉｉび当該俄務の履行をiiI1i求してきた場合，俄務者はその支

払をしなければならないかどうか。Ｓｔ､Ｇｅｒｍａｎは，このような事例に対して，

iIlI学博士によるＩｌＭいの['１で次のように述べる。

金銭債務証書によって他者に対する金銭の支払を義務づけられている者が，

当該金銭の支払を行った。ところが彼は，俄務iiiIj減証書を受領しなかった，

あるいは受傾したがその後紛失してしまった。この場合，〔既に行った〕先

の支払は何の効果ももたらさない。というのは，支払を行ったにもかかわら
（13） 

ず，彼はイングランド法によって再び金銭の支払をi)j1いられるからである。

その根拠は何か。なぜ，既に返済したというIli実があるにもかかわらず，イング

ランド法の下では二頭の支払を余儀なくされるのだろうか。これに対して彼は，

法学徒を介して次のように容える。

金銭債務証書を根拠に訴えを提起した金銭債務訴訟の場合，俄務消滅証轡あ

るいはその他法的要'1|:を満たす脊而など，当人が(IIi勝の支払を行ったことを

iill1lﾘ)するものを所持していなければ，被告は債務を負っていないとか，支払

を行ったという答弁をすること，すなわちその訴訟において自らの債務のiilIj

減を抗弁することはできない。これは，あらゆる人々が，法的要件を(illiえて

いない口頭の約束（,〕u(Icparou）や証拠を欠いた111なる事実の申立（|)a1℃

auermcnL）によってIiIi務を回避する（その結果，（I`(筋消滅証書は，多くの
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（10） 

人々の多大なｌｌｌﾔＩｆに対して、111純契約よりも法的な効ﾉﾉを持たない）などと

いう，しばしば生じうる箸しい不都合を１回|避するために，法によって定めら

れていることである。その結果もたらされるそのような不都合を回避するた

め，法は次のように定めている。被告は法的要件を満たす書面によって〔偵

務の厨行を〕計i求されるのであり，それゆえ彼は，法的要件を満たす書ｉｉＩｉあ

るいはその他金銭ＩｌＩｉ務証i'}のような上位の樅ｌｌＩｌをもつものによって，偵務を
（15） 

iilI1減させてしまうほかにないと。

St.(】ermaI1が示した｣２述のイングランド法における一般的なマキシムによれば，

金銭『(勝証書に難づく(Ili勝の１１１１行を証明するものは，｜ｉｆ研ｊ|｣i減証書だけであった。

したがってこの証謝を欠くと，たとえ過去にその(/i務を凧行していたとしても，

それをIiH行したという事実の証lﾘ|ができないため，過去において債務を凧行した

というIIJ実そのものは，その意味では，何らＷｌ(jな効果を生じない。マキシムに

従うなら，法的な効果をLliじるのは債務の岡行を証1ﾘＩするiilli書だけであり，した

がってこの証書の77無が，（(櫛が消滅しているかどうかを決定する唯一の証拠で

ある。このため，この証書を欠く場合，たとえ過去のある時点で債務がlill行済み

であったとしても，Ｗ支払いを強いられることになるのである。

そもそもマキシムとはＳｔ.（lormaI1によれば，イングランド法を構成する法の

１つとして「常に王ｌＺ１における法と看倣されてきたものであるため，学識ある者
（16） 

にとってそれらを否定することは合法的でない」ものであった。というのは，

｢あらゆる者にとって，諸々のマキシムはこれらを否定する者と議論を行うこと
（17） 

が無駄であるほど，それrlI本として十分に椛威を持っている」からであり，「こ

のようなマキシムは，１２人の陪審によって判Wiされたものではなく…IllI1H…必
（18） 

ず裁半''1ﾐｲによって確定されるべきもの｣，更に言えば「それらは制定"〈と同等の

効力・効果をもつものである。つまりこれらすべてのマキシムは先述の王ＩＩＪにお
（19） 

ける一般的な慣習として列挙しても差し支えない」ものとして，「国]§蛾)卜'１所あ
（20） 

るいは王国の法にWljmする者たちの間でだけ知られている」というわけである。

だが，慣習とマニトシムは必ずしも同一ではない。というのはＳｔ・Ｇｅｒｍａｎが，
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Christol)lIorSL(1ＣｒｌＭｎのエクイティ論（商）

｢イングランド法における多くのＩｒｌＷやマキシムは，成文化された法を必要とし
（21） 

ないほど明らかに，王[正|のｌｌｌｌ行やlfllWによって何'られうる」と主張する一方で，

｢それほど人々の間で知られていない王国におけるその他のマキシムや慣習は，

理性の法イヤー・ブックと呼ばれるイングランド法に関する書物において，あ

るいは国王裁判所や財務府における記録において，あるi111度周知されており，と

りわけ『令状方式書（ﾉ･cgislパイ"'ん.Gg(?('､e)」と呼ばれる書物，更にまた多くの慣
（22） 

習やマキシムがり'１１１された多くのllill定"；によって〔知られる〕」と指摘していた

ことから分かるように，マキシムとは，紋}|('|リヒ街の中で拘束力をもつものとして

認められた慣習に他ならず，したがってイヤー・ブックや「令状方式書』などに
（23） 

おいて，拘束ﾌﾞﾉを持つものと理解されてきたからである。その'１良りにおいて，マ

キシムは国王裁判所において運１１１される法の１つであり，そのため，マキシムに

従うということはイングランド法に適ったことと|司義である，と理解できるわけ

である。

それゆえ，債務消滅証書を欠く型l;例については，たとえそれ以前に債務をliq行

した事実があったとしても，それをiIli1ﾘ|する(/柵消滅証諜という形式要件を満た

していないため，コモン・ロー上の救済，すなわちコモン・ロー裁判所での救済

を得ることは不可能とならざるをえなかった。

したがって当然のことだが，たとえ|両１－(１１筋を二重に支払うなどという不条１１１１

を余儀なくされたとしても，そもそも「法においてはいかなる欠陥も存在しな
（24） 

い」ことは全くlﾘ1腺である。なぜなら法というものは，特定の個人や少数のｷﾞ１１益

を保謎するためではなく，頗繁に生じる多数の利益を係懇するように作られてい

るからである。その理111について，〃;学徒は次のように言う。

（25） 

"《を作る者（makersoflaw）は，頻繁にL|苞じうること，すなわち個々の事

例というよりはむしろ人々の'''１でたびたび発生することに留意しているから

である。同様にまた，イングランド法における一般的な考え方は，単独の個

人にとって良いことよりも，多くの人々にとって良いことに対してより多く

(W意することにある。というのは，もしＩＩＩｌ勝が，１１１に言葉だけでそのように
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（26） 

筋111にｌ則避されるとすれば，多くの人々が損害を被るに違いないからである。

そもそも法とは多くの人々の利益を守るためのものであり，そのため債務消滅の

証拠としての債務消滅証書の保有が不可欠である，というマキシムが成立したわ

けである。というのは，もし債務の消滅が「私は既に債務を履行した」と主張す

るだけで認められたりすれば，実際には債務を履行していない場合でさえ，その

ような主張をしﾌﾟﾆだけで債務の回避が可能になりかねず，そうすると，実際には

債務を凧行していなくても，場合によっては偵務を取りil1iすことが可能となり，

多くの債権者が損害を被ることになるからである。そこで彼は，神学博士を通じ

て次のように述べる。

何がエクイティであるかということをより1ﾘ|確に言Ｉリルようとするなら，あ

なたは次のことを皿解しなければならない。すなわち，それに対して法が定

められる証書や人間の行為というものは，様々な習慣によって際限なく生じ

るわけであるから，いかなる事件にも対応可能なルールを作ることなど不可

能であり，それが〔作られたとしても〕不十分なものに終わる場合が生じる

に違いない。それゆえ，法を作る者は，〔たとえ留意しようと試みても実際

に留意しうるはずがない〕あらゆる特別な事柄に対してではなく，しばしば

起こりうる事柄に留意しなければならない。というのは，そうしようとして
（27） 

も，そｵLはそもそも不可能なことだからである。

St､Ｇｅｒｍａｎによれば，あらゆる事柄に対応できるような法を作ることなどそも

そも不可能であるから，法というものは，所詮より多くの人々にとってより好都

合であるように留意して作られる他にない。つまり彼は，多くの人々にとってし

ばしば生じうる事柄に留意し，彼らにとってより良い状態を作り出すことが法の

目的であって，「〔たとえ留意しようと試みても実際に留意しうるはずがない〕あ

らゆる特別な事柄」は，そもそも法の目的ではありえないと主張しているのであ

る。
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C1lrisloI)heTSt.(ｌｃｒｍａｎのエクイティ論（商）

だがより重要なポイントは，このような「鋏」の|=l(l<jや特徴の本質的理解が，

あくまでも「何がエクイティであるかということをよりlﾘ1確に言Iリルようとする

なら｣，という前提の下で提示されていることにある。すなわち，「多くの人々に

とって良いこと｣，つまり好都合であることを目的に作られる法とエクイティと

の逆いを明確に識B|Iするためには，習慣というものは際'１１４なく変わり続け，証替

や人'１１１の行為もまた際限なく変わり続けるのだから，そもそも「いかなるzli件に

も対応可能なルールを作ることなど不可能であ」るという意味での「法のｌｌＭ１Ｕ

をlﾘ|確に認識することが不可欠である，という点を見逃してはならないのである。

St､Ｇｃｌ､ｍａｎの|］は，１ﾘ|らかに，「多くの人々にとって良いこと」をルール化し

た「法」の意味と限界の摘ｌｌＩに向けられている。それゆえ，次のような断定的な

主張が，法学徒を介して１１}てくることになる。

(１１(勝者が債務消滅証普を受ＩＦ(せずに支払ってしまうとか，それを受緬はした

が紛失してしまった瑚合，再び支払をなすべきことを当然の権利として定め
（28） 

る法は，イングランド〃iではない。

なぜそれが「イングランド法ではない」のか，｝１１１座に分かりかねる。だが，ここ

までの考察をもとに解釈すれば，その意味は次のように理解できるだろう。「被

告は法的要件を満たす書iliiによって〔債務のlill行を〕ｉｉ１ｌ求されるのであり，それ

ゆえ彼は，法的要件をiiMjたす書面あるいはその他金銭Ｉｌｌｉ勝証書のような権限をも
（29） 

つものによって，債務をiill1i成させてしまうほかにない」というマキシムは，／こし

かに金銭貸借を行う「多くの人々にとって良い｣，つまり好都合かつ必要な「法」

である。しかし，だからといって，このマキシムは，「不注意や慨怠（defaute)」

によって，実際に債務を返済した人に対し，二Iiiに支払を求めるような権利につ

いて定めているわけではない。その意味で，二砿の支払を請求する権利を認める

と解釈された場合のマキシムは，「イングランド法ではない」というわけである。

こう1111解してはじめて，以~ﾄﾞにリＩ１１ける法学徒を介した，Ｓｔ､Ｇｅｒｍａｎの主ｌｌｉの

意味も，より明確に理解できることになる。
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法学志休第108号第１号

iijl〈の'二1的は，訴椛を持っている人に金銭が１１１び支払われるべきことを意図し

/こり，命じたりすることではなく，あらゆる人々にとって好都合で，また必

要であるところの一般的なルールを定めることである。そうであるから，あ

らゆる人々がよく守るのであり，もしそれ〔(l'(街il1i減証書〕がなかったら，

徹頭徹尾自らの不注意やIiW念だ，ということになってしまう。したがって，

そのようなliW怠が生じた場合，彼はコモン・ロ_ではいかなる救済も得られ
（30） 

ない。

なお分かりにくい表現にとどまっているが，Ｓｔ・Ｇｅｒｍａｎの主張の真意はこうで

あろう。すなわち，そもそも〃《の１１的は，「不注意やliW怠」な債務者に二砿の支

払を強制することにあるわけではない。法は，あらゆる人々にとって好都合で必

要とされるルールであり，そのようなものであるからこそ，あらゆる人々が遵守

するのである。そのｌｌｌりでは，II1i称消滅証瞥を入手しそこなったり，紛失したり

すれば，それは「徹頭徹尾'二Ｉらの不注意や僻怠」であって，「コモン・口_では

いかなる救済も得られない｣。コモン・ロ－とは，あくまでも「あらゆる人々に

とって好都合で，また必要であるところの一般的なルール」だからである。言い

換えれば，「ルール」としてのコモン・ロ_に，このような「個人の不注意や慨

怠」の救済を可能にするような法の「根拠」が含まれているはずがない，という

指摘なのである。

こうして８t・Ｇｅｒｍａｎは，「法に現れている言葉に従うことは，時として，ｊｌｉ
（31） 

義，あるいはコモンウェルスに反することにつながりうる」と主張することにな

る。つまりコモン・ローとして「法に現れている言葉｣，すなわち「ルール」と

してのコモン・ロ－に従うだけでは救済されない事例が存在するのはIﾘ|らかであ

り，そのような事例については，Ｂ'１様に対処するようにしなければ，「正義，あ

るいはコモンウェルスに反する」ことになると言うのである。その結果，「時と

して法として現れている言葉から離れることが良いばかりか，必要でさえある。
（32） 

つまりＨ１性や正義が要求するように進むことが良く，しかも必要なのであり，こ
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のため，すなわち法の厳格さをl111制し緩和するために，エクイティは定められて

いる」という，逆説的ともいえる喬|ﾘ}がなされることになる。

しかし，ここで更に注意しておきたいことは，「エクイティ」という概念がIﾘｌ

らかに「jlそ義」や「Ｈ１性」と意味の上で重なり，内容的には一部置き換え可能な

意味を持つものとして説lﾘ1されていることである。ここでいう「エクイティ」は，

｢正義」や「理性」と同様に，ｌﾘlらかに法の「根拠」としてのそれに近いと見て

良いだろう。

他力でＳｔ､Ｇｅｒｍａｎは，コモン・口一では救済を得られない債務消滅証瞥を欠

くというような上述の事例について，「国王の大法官府において，エクイティと
（33） 

分類されるものとして，聯1金付召喚令状によって救済されうる」ものと指摘して

いる。ここで「エクイティ」と「刑金付召喚令状」とが，内容的に－部慨き換え

可能な概念として使用されているのは明らかであるが，１,１，１者はどのように関連す

るのであろうか。さらに立ち入って，考察することにしよう。

2．エクイティ：個別事例に対応する「根拠」と裁判手続

としての「ルール」

St.（lerｍａｎは「エクイティ」を，神学博士を介して次のように説明する。

法の厳格さを抑制し綴ｆⅡするために，エクイティは定められている。これは

エピケイアとも呼ばれている。言うところのことは匹人法の￣般的なルール

に基づいた〔ものであり〕，神法からの例外であると同時に，理性の法から

の例外でもある。つまり，人法における￣般的なルールは，それが￣般的な

性質を有するものであるがゆえに，個別的な２１『例において，神法やIM1性の法

に反して判断されうる場合，そのような例外は,あらゆる実定法におけるす

べての一般的なルールにおいて，奥底で補って解釈されてきたのである。ゆ

えにエクイティは，正義そのものではなく，法に現れている￣般的な言葉に

よって正義と肴'１M(されるものを取り除くだけである。また，それは法の厳格

さを否定しようとするものではない。というのは，そのような場合に￣般に

３９ 

Hosei University Repository



法学志休第108号鋪1号

法として考慮されるものは，それ自体において良いものだからである。しか

し，たとえ法の一般的なルールがそうではないとしても，正しさや正義が要

求されるあらゆる特別な事例において，エクイティは法に従う。したがって，

lﾘ1示的な例外あるいは黙示的な例外を含まないような法が人によって作られ

るなら，それはlﾘＩらかに妥当性を欠いており，許されるはずがない。という

のは，そのような場合に，法を守ろうとする者は，神法をも理性の法をも破
（３Ｄ 

らなければならないことになるからである。

極めて分かりにくい説明であるが，要するにＳｔ・Ｇｅｒｍａｎの主張は次のように敷

け『できるだろう。①エクイティは，法とくに人法の一般的なルールのIlnに表現さ

れている言葉の厳格な適用から生じる不条理を緩和するために，定められたもの

であり，エビケイアとも呼ばれる。②エクイティは，人法の一般的なルールに基

づくものであり，神法や理性の法から見れば，あくまでも「例外」に属するもの

である。しかし③エクイティが適１１１される個別的な事例において，神怯や理性の

法と机容れないような判断を下す場合，その判断が根本的かつ究極的なところで

矛盾を生じないよう，コモン・ロ_も含めてすべて実定法として機能している一

般的なルールと照らし合わせ，「補って解釈」するというものである。④したが

ってそれは，一般的に良いことをルール化したあらゆる法の厳格な適用を否定す

るようなものではありえない。⑤しかし，「正しさや正義が要求されるあらゆる

特別な事例」について，法の一般的なルールが「それ自体として良いこと」を意

味しないような場合でも，「エクイティは法に従う｣，つまり合法的である。とい

うのは，明示的・黙示的な例外を含まないような人法など存在しうるはずはなく，

しかも人間の行為は様々な習'1Wによって無限に生じるから，あらゆる事件に対応
（35） 

可能なルールを作ることなど不TJ能であること，ゆえに，例ﾀﾄに属するような事

例において，「法を守ろうとする者」は必然的に神法や理性の法をも破らざるを

えないという不条理が生じるからである。結局，明示的・黙示的な例外をも含め

て法における「正しさや正義」を貫こうとすれば，それは「エクイティ」を法の

中に取り込んだものである他にないということになる。

４０ 

Hosei University Repository



ChristopherSL（lerｍａｎのエクイティ論（高）

とすれば，ここでSLGcrmaI1が言うエクイティは，あくまでも「人法」に属

し，しかも人法の一般的なルールに基づいて「例外」に対処しようとするもので

ある。つまり「ルール」としての法の厳格な適用の見地からしても，更にiIlI法や

理性の法に照らしても「例外」に風するような事例については，「正しさやjF義」

を貫こうとするかぎり「補って解釈」して救済を与える他にないという意味で，

法としての正当な「根拠」を提示したものと言ってよいだろう。しかし，そうで

あるとすれば，更に疑問が湧いてくる。「国王の大法官府において，エクイティ
（36） 

と分類されるものとして，罰i金付召喚令状によって救済されうる」という先の引

用文中における「エクイティ」と「罰金付召喚令状」とは，いったいどのような

関係にあるのか，という問題である。筆者はすでに後者について詳しい考察を行
（37） 

っているので，ここでは必要な限りIW1潔に「罰金付召喚令状」について振り返っ

ておくことにしよう。

罰金付召喚令状とは，従わなければ通常罰金lOoポンドを課すという条件を付
（38） 

して，被告あるいはその弁護二l舌に，特定期日に裁)|(||所に(}}廷するように要求する
（39） 

令状のことである。この令状については，大法官1斤で1508年に，次のようなも

のであると説明されていた。

大法官府において始審令状なしに与えられた判断，たとえば罰金付召喚令状

を欠いた判断は，訴訟開始令状を欠いた人氏訴訟裁判所における判断と同様
（40） 

に1111効である。

訴訟開始令状がコモン・ロー裁判所における救済にとって不可欠であったように，

罰金付召喚令状は，大法官府における救済手続の開始にとって不可欠なものであ

り，大法官府裁判所における「ルール」としての法であったことが明らかである。

このため罰金付召喚令状が成立すると判断されない限り，大法官府における救済

はありえなかったのである。

しかも罰金付召喚令状は，コモン・ロー裁判所における訴訟手続の際に用いら

れる訴訟開始令状とは違って，召喚理由が記載されていなかったため，被告は出
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廷するまで召喚理１１１を知ることができないという特徴をもっていた。そればかり

か，「人は刑余付召喚令状によって身柄を拘束されるわけではないが，最終的に

出廷しない場合，謀反（1℃})Cu）であると宣言され『そのことをnMlllに身柄を拘

束される。更にまた，当事者が罰金付召喚令状に基づく決定事項を閥行しない場

合，大法官府では，それを履行するまで彼を収監する以外の執行方法は存在しな
（41） 

い」のであった。したがってこの令状によって|鋼始された訴訟では，大法官府の

決定に従わなければ，実質的に被告は拘束され続けるということになった。コモ

ン・ロー裁判所における訴訟手続に従って救済を得ようとする者が，自らの主張

に適合する訴訟方式を選択しなければ敗訴につながるという事実と比較するなら，

この令状はいかなる訴訟にも用いることができた。たとえば，荊金付召喚令状が

コモン・ロー裁判所で係争｢|'の原告あるいは彼の弁護士に宛てて発給されると，

法学徒が述べるように，次のようなことも可能になったのである。

罰金付召喚令状は，裁)|(11宮ではなく，原告あるいはその弁謎=|:に対して発給

されるわけだが，その結果，同令状により，違反すれば一定の罰を加えると

いう条件で，差止命令が下る。その中には原告が良心に基づいて回復しうる

権利を有しているかどうかの判断が国王の大法官府で下されるまで，コモ

ン・ロー〔裁判所〕でそれ以上の訴訟手続を進行させないということも含ま

れている。そのような差止命令のために，原告は更なる訴訟手続を要求しな

くなり，lllえて裁判官も，その点に関するそれ以降の訴訟手続を停止するこ
（12） 

とになる。

コモン・ロー裁判所で進行巾の裁判の当事者に対して罰金付召喚令状が発給され

ると，その戒)l1llは差jlﾐ命令によっていったん停止され，大法官府において判断が

下されるまでその状態が継続されるというのであれば，『令状方式書」にさえ含

まれていない大法官府の「ルール」としての「罰金付召喚令状」が「ルール」と

してのコモン・ローよりも上位のイングランド法であることを意味するのであろ

うか。必ずしも，そうではない。というのは，以上のような大法官府における救
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済は，Ｓｔ・Ｇｅｒｍａｎによって初めて「エクイティ」と呼ばれたと指摘されてきた

にもかかわらず，それはイングランド法全体の１１１では，決して新しいものではな

く既に「|胤習」になっていた，と彼自身が法学徒を介して，次のように主張して

いるからである。

ここで言及されている意味でのエクイティという用語について，イングラン

ド法に特別な言及はないが，特定の制定法の記述に基づいて導き出されたエ

クイティについては，イングランド法において何度も言及されている。しか

し当該のエクイティは，ここで言うエクイティとは効果・作用が異なる。こ

こで今，我々が論じているエクイティの効果・作用は，イングランド法にお

いて何度も言及されてきたものである。というのは，イングランド法におい

て，罰金付召喚令状が成立するのはいつであり，成立しないのはいつである

か，としばしば議論されてきたからであり，王国の法に精通した者たちによ

って，日常的に，罰金付召喚令状を得るために，訴状が作成されてきたから

である。しかもこのことは法によって禁じられているわけではない。しかし

彼らはしようとすればできたから，当事者の悩みに従うのではなく，事柄の

真実に従って訴状が作成されなければならない事例に限り，訴状を作成する

のである。イングランド法では，法によって容認される良心に関わる多くの

事例において，そのようなエクイティに基づいて，大法官府でそのような救

済が行われるはずである。それゆえ大法官は，王国の法のルールや根拠に即
（43） 

して自らの良心をまとめ上げるにちがいない。

主張の要点は，以下の４点である。①意味内容の点で違いはあるが，エクイティ
（､１４） 

という)11語はＳｔ,Ｇｅｒｍａｎの提唱以前から便11}されていた。②イングランド法に

おいては罰金付召喚令状の成立をめぐる議論があり，また同令状を得るために，

王国の法に精通した者によって訴状が作成されてきた。③この大法官府における

罰金付召喚令状を禁ずる法は存在しなかった。④イングランド法が容認するよう

な良心に関わる事例について救済を与えるのは大法官府であるから，大法官は，
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王国の法のルールや根拠にｌｌｌ１して'二|らの良心をまとめ上げるにちがいない。

①～③について，詳しい説Iﾘ|は不要であろう。Ｓｔ.Ｇe,､ｌｌＭｍの法１J｣(似を知る上

で重要な論点は④の「良心論」である。そこでは，まるでエクイティの根拠が

｢大法１２<の良心」であるとさえHM解できるような説lﾘ1がある。更に「大法官は，

王国の法のルールや根拠にllIして自らの良心をまとめ上げるにちがいない」とい

う主張から分かるように，Ｓｔ.（lerIllaI1は「大法官の良心」という111語を用いて，

エクイティを「王llJの法」つまりイングランド法全体のＩＩｌで捉え，大法官府にお

ける救済の根拠として川いてい/こことはlﾘlらかである。そこでまず，「大ｉｈｌｉ官の

良心」とは何であるかについて検討するため，Ｓｔ・Ｇｅｒｍａｎが良心をどのような

ものと位置づけていたのか，つまりイングランド法の全体においてどのような役

割を果たすものと捉えていたのかを，考察することにしよう。

３．良心：法の「根拠」と「ルール」化

Ｓｔ.(lerｍａｎは，ｉＩＩＩ学博=|:を介して，次のように「良心」を説明している。

博士たちが良心に関して様々に叙述していることを知っておく必嬰がある。

そのうちの１つについて教父ダマスカスのヨハネは，良心を，伐々の知性に

lHlわる法であると言っている。他の博=上によれば，良心は，善と悪を見分け

るAu考習慣である。また他の博士は，良心を，思考をめぐらすことによって

確認される，ある靴iIiをしようとする意図に関する|同|意あるいは信念である，

としている。IliにBllの博士は，良心とは，人|M1の個々の行為を判lljIiする実践

的なIM1性の判断であると述べている。すべてこのような言い回しは，それぞ

れを弁別してＨ１解すれば，１つのものであり|両1じ趣胃のものであると１両1意で

きることになる。すなわち，良心とは，そのようになされる事柄に対して実

際にあてはめられる知あるいは知識なのである。ゆえに，良心は，法あるい

は知（clmIlyIlge／cognitiollis）に関わる最も完全な知識に基づき，それに

従う。したがって，人間のIMMll的な行為に対する，法あるいは知識（Cu,,‐

､ing／scieIIti(1)の最も完全で最も正しい適用については，最も完全で最も
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（45） 

純粋かつ最もよき１１心に従うのである。

良心を言い表すのに「知'４|;に関わる法｣，「善と悪を見分ける思考習慣｣，「思考を

めぐらすことによって確認される，ある事柄をしようとする意図に関する同意あ

るいは信念｣，「人間のⅢ|々の行為を判断する実践的なlM1性の判断」など様々な表

現が可能ではあるが，Ｓｔ・GermaIlによる良心の説lﾘ1で注意を要するのは，「良

心は，法あるいは知に関わる最も完全な知識に基づき，それに従う」というl1I(特

の表現をしていることにある。つまり，彼の言う「良心」とは決していわゆる

｢完全知」などというものではなく，「法あるいは知に関わる最も完全な知識に）!‘

づき，それに従」おうとする人'''1の忠考習ｌＩ１ｌのことであり，し/こがって，「人'''１

の佃>)||的な行為」やその「法あるいは知識の最も完全で最も正しい適用」が，

｢/I&も完全で最も純粋かつ股もよき良心に従う」のは，当然のことなのである。

なぜなら，「良心」とは，そもそも「法あるいは知に関わる最も完全な知識に』Ａ

づき，それに従」おうとする人'111がもつ普遍的な心(1<]傾lijlのことを指しているか

らである。言うところの「良心」は，「これが良心の''１身だ」というように先験

的に，あるいは外部から超越的に与えられるようなものではない。それは，社会

のなかでの経験を通じた「法あるいは知に関わる最も完全な知識｣，つまりある

時点で人間に知られている「最も完全な知識」に基づき，その「最も完全で肢も

正しい適用」を通じて，よりいっそう「法や知に関わる完全な知識」へむけて修

正・ｌｉ?hliし続けるという意味で，本質的に機能的な「知」の推進力としてまとめ

上げる思考習悩というわけである。

このような作用・機能をⅡ｣うからこそ「良心」は法の|}↓拠たり得るわけである

が，しかし，実際の適川にあたっては，当然「ルール」化される必要がある。だ

からＳＬＧｅｌ､ｍａｎは，法学徒を介して「それはどこで，どのようになされるもの

なのか」と問うのである。

良心が法によりルール化されなければならないところはどこか，

において言及されたところの法は，理性の法と神法だけでなく，
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↑''1法に反することのない人法もまた，そのようなものと1111解されるべきであ

るように),１１われる。もっとも，このような人"〈は，コモンウェルスの秩序を

よりよくするためにそれら〔２つの法〕の上に､Ⅱえられているのである。と

いうのは，この人挾は常に良心におけるルールとして縦えられるべきもので

あるから，一方を桧ててしまうことも他方を捨ててしまうことも合法的とは

言えず，また，そのような頬の人法は，人法としての効力を櫛するだけでな

く，人法が拠所とする1111性の法としての効力あるいは神法としての効力をも

有するからである。さらに法を作る/こめのｉｌｌｌの力を授与された人によって作

られた諸々の法は，神によって作られたものだからである。ゆえに，人法が

効果と効力を侍っている限り，すなわち個別の率例において，当該の人"；が

神法や１１M性の法にｊｌ１ｊづいて排せられていることになるように，良心は，あら

ゆる点で人"ｉによって律せられるべきものだということになる。しかし，も

しそのような人扶がTl;当な権威によって変更された場合には，‐|分な根拠を

欠いていﾌﾟﾆとしても，以前の根拠となっていた良心も同様に変化しているに

迎いない。虹に言えば，その法については，前章の後半で言及したとおりで

ある。そこで尋ねられた問い，すなわち法が良心にどこで委ねられるべきで

あり，どこで離れるべきかであるかという問いは，理Ｉｌｌ:の法からもｉｌｌｌ扶から

もHM解されようがないのだ。というのは，これら２つの法は，〔良心に〕委

ねられたものではないであろうし，また人法については，それが個別のL)；例

に合わせて作られたものであるとか，理性のiﾉiや神法に一致するように作ら

れた，とEM解されてはならないからである。にもかかわらず，法は良心に委

ねられるべきである。というのは，人'１１１によって作られたそのような法は，

先述のように良心がルール化されたものに違いないからだ。そしてそれはま

たlM1性の法あるいは''１１法に反することを命じ/こり禁じたりするものとして理

解されてはならない。というのは，どんな法であれ，人によって作られた法

というものが，１１M性の法あるいは神法に反するように命じたり鱗じたりする

ことによって人を}ｲﾘ束するなら，それは法ではなく，I1WlkあるいはIﾘＩらかな

誤謬だからである。しかも，拘束力を待たないのであれば，それは法ではな
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Christol〕hersし〔)crmanのエクイティ論（高）

い。というのは，法というものは正直に生きる生き方，人々にそれを遵守す

るように強制するものだからであり，そうでなければ，それは法ではないか

らである。したがってイングランド法に精通した者たちによれば，法が良心

からどこで離れるべきであり，どこで離れるべきでないかという問いは，

様々な習慣および後に触れる様々なルールに従って理解されなければならな
（46） 

い。

｢理性の法｣，「神法」および「人法」との間の関係だけでなく，「人柱」と「良

心」との関係，とくに「正当な権威によって変更された人法」と「良心」との関

係までをも含んだ議論であるが，大要は，以下の３点にまとめられよう。①コモ

ンウェルスの秩序をより良くするために理性の法と神法に力Ⅱえられた人法は，

｢常に良心におけるルールとして整えられるべき」であり，したがって，理性の

法や神法という「良心に委ねられない」法と矛盾しないはずのものである｡正当

な権威によって人法が変更された場合には，以前の人法の根拠であった「良心」

もまた同様に変化しているはずなのである。つまり，あらゆる人法は，「良心」

の変化に対応しつつ変更されるのであって，そのもつ「効果．結果」次第では,

それは「法ではなく，腐敗あるいは誤謬」になる。②だから人法は，「個別の事

例に合わせて作られたものであるとか，理性の法やﾈ''１法に一致する」という観点

から理解されるべきではなく，あくまでも「良心に委ね｣，それだけに基づいて，

法としての正当性・妥当性が判断されなければならない。③その意味で，法とは

｢良心がルール化されたもの」に他ならず，「正直に生きる生き方」のことである

が，それは同時に法としての拘束力をもって「人々にそれを遵守するように強制

するもの」である。したがって「イングランド法」における法の「根拠」として

の良心が，どこで法の「ルール」と結びつき，また離れるかという問題は,

｢様々な習慣」つまり時々の「正直に生きる生き方」の歴史的な変化と照らし合

わせて考えなければならないというわけである。

そもそも「理性の法」や「神法」に背反するような「人法」など法ではありえ

ないという主張や，正当な椛威が決定した法であっても，それが法であるかどう
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かの最終的な判lljiは，そのもたらす「効果・結果」によってなされるのだという

主張に，１１Yり立てて理解の難しい点はない。また，「良心がルール化された」法

も，「正直に生きる生き方」として法的拘束力を持つから，人々にそれに従うよ

うに強制することができるのだ，という主張も同じことが言えよう。むしろ困難，

つまり見逃してはならない重要なポイントは，①理性の法や神法は「良心に委ね

られたものではない」が，しかし②人法つまI）「人間によって('１;られ/こそのよう

な法」は，「良心に委ねられるべきである」と，Ｓｔ・Ｇｅｒｍａｎが主帳する場合の

｢良心」の意味にある。法が「良心に委ねられる｣，つまり良心が法の根拠になり

うるのは，理性の法や神法に属する法領域ではなく，人法の傾城にＩ！↓られる，と

いう雌本前提が慨かれていることは確かである。その上で，なお「法というもの

は，正直に生きる生き方である」とか，法とは「良心がルール化されたものに述

いない」という主張は，「良心」の意味を「善と悪を見分ける思考習俄」とか，

｢人'１Mの個々の行為を判断する実践的な理性の)|{'''０i」などという「''１来上がった

知識体系」つまり「ルール化されたもの」を含意しており，ゆえに「拘束力」を

もつというわけであろう。確かにそうではあるが，Ｓｔ､ＧｅｒｍｌｌＩｌの「良心」論に

内在するかぎり，これではなお半面の理解にＦ１まる。

既に解lﾘＩしたように，彼の「良心」論の基本的な特徴は，「これが良心の【１１身

だ」というように先験的・超越的に与えられるようなものだけに(Ｗまらず，むし

ろ社会的経験をｉｎ､じた「法あるいは知に関わる最も完全な知識」を求め続ける人

'''1固有の能勁的な思考習慣のことでもあっ/こ・つまり，ある時点で人|Ｍ１に知られ

ている「肢も完全な知識」にﾑﾓづき，その「最も完全で最もjl{しい適川」の模索

をjlnじて，より－１闇「法や知に関わる完全な知識」へ向けて修１１１．墹川iし続ける

という意味で，本質的に機能的な「知」の推進ﾉﾉとして作川する社会的な思考1W

慣が，「良心」と呼ばれていたのである。この点，つまり「良心」がもつ「法や

知に関わる完全な知識」を追求し続けるというｌｌＷＴの特徴に翻意すれば，法の根

拠としての「良心」の機能・作１１１は二重の役割を'１１うもの，すなわち一方ではル

ールの「||(|u」として「ルールを作り出す」役割をI1lい，他方で，すでに「ルー

ル化した」人法それ自体を，更に新しい「正ilL〔に生きる生き方」の観点から修
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ChristopherSl.(ｌｏｒｍａｎのエクイティ論（高）

正・増補し，「法や知に関わる完全な知識」として「まとめ上げ」よI〕いっそう

追求・実現するもの，とＳｔ・ＧｅｒｍＭが理解していることはlﾘ|らかである。

要するに，Ｓｔ.（)ｃｒｍａｌｌは，このような良心にﾉﾊﾞづく判断を行うことを，大法

官府に委ねられた役割であると主ｉｌｉしたのである。だから彼は，「大法官府にお

けるエクイティにﾉﾊﾞづくそのような救済を，イングランド法の第７番｢1の根拠と
（17） 

特定することはたいして不都合なことで(よない」と言い，エクイティを，神法や
（18） 

理性の法，’11(習，マキシムそしてIliIl定法とともにイングランド1iﾉﾐを構成するもの，

と位置づけることができたのである。こうして大法官府におけるエクイティに基

づく救済が，イングランド法をlMblbするものの１つとして組み込まれることにな

った。もっとも大法１７府におけるこのような救済は，Ｓｔ､Ｇｃｌｍａｎｌ÷I身が述べて

いるように，「国王裁判所にいかなる記録も残っておらず，またそれについて訴

えがなされたところの訴状，罰金付召喚令状や錐I上命令も残っていないため，そ

れは法において定められた特別の根拠とはみなされず，法によって容認されるも
（４９） 

の」であった点に特徴力;ある。

むすび

以上の考察を通じてIﾘＩらかになったことをまとめると，次のようになろう。

ﾉ)octoﾉ､α"dIStl（｡cﾉＭは「良心」をキータームに漕かれたものであり，８t・Ger‐

ｍａＩｌはこの用語を１１}いることにより，思想的なI('lilliから｢'１世と近代を結びつけ

ただけでなく，｜｢|米から存する大法官府による救済を，イングランド法に内在す

る一形態として確実に位置づけようとしていた。つまり，彼はエクイティを提唱

する際に，「良心」を論ずることにより中世的な意味と断絶させることなく，む

しろその延長線上に「法の根拠」を求めていた。更に，従来から存した「良心」

に基づいてiililllされてきた大法官府における救済をエクイティと位慨づけること

により，イングランド法においてその「ルール」をIﾘ)確にしようとした。同時に，

既に「ルール化された」ものが，社会的な経験を通じた人ＩｌＩ１に固有の思考習慣で

あることも明らかにしている。

このような良心に基づいて行われる大法官府における救済こそが，彼の主張す
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法学志林第108号第１号

るエクイティである。その意味で，既にこのⅡｷjU1に一般化していた↑||定法解釈の

エクイティとは異なるものを同じ用語で表していることになる。つまり，彼は個

別の判lljiを要するﾕ！;例に取り組むための根拠として，エクイティを定義するだけ

でなく，大法'｢『府における救済の手続としてルール化されたものであると主張す

るのである。金銭俄務証書のｴ|;例からIﾘ}らかなように，Ｓｔ.(ｌｅｒｍａｌｌは当時，コ

モン・ｒ１－が抱えていﾉｰ問題を，「良心」を根拠として11ｌいることにより，既に

いわば慣料として存在していた大法官府における救済を，エクイティとしてイン

グランドiiﾉﾐのI|'に確lijlたる法の１つとして定着させようとしていたわけである。

以上をWiまえると，Ｓｔ・ＧｃｒｌｌＭｍの法思想が「イングランド法思想史上，亟要

な段階であった」ＩＷｌは，近代初期におけるイングランド法が直iiIiしたユースを

はじめとする既存のコモン・口一・システムでは対応不可能な|{3題に対処するた

めの「根拠」を提示すると同時にそこから導き'1)されて運111される「ルール」を
（50） 

lﾘ}雌化しようと試みたからであると言えよう。まさに歴史的過渡期に特有のI匝大

な意義をもつ法思想なのである。

(1)’50161:７)１７日以iiflにH(f録されていた。ｌＬＦ､Mlcgeagll＆ｌＬＡ.C・Sturge識,ﾉf2gis(eハリイＭ‐

〃iissio'IslotAcﾉん'１０M(』肱SocicZ)'Ｑ/(ﾉ1ＧＭ.雌inP"l欧f〃)''1（ACﾉＭ“'1(ハＣｃ'Ｍｌｌ')'(ｏ(/ｉｃ

ｙｒ(ｌｒノ,Ｗ（vol．Ｉ)．（llutterwortlI，1949),l).３．

sし(ｌｏｒｍｎｎの人物像については，ＲＪ・Schoeck,“Th1utMostEru1liteoI'1,Ⅱ(IorLawyers，

ChristopllerSL（;clTMll，,Ｊｂｌｌｒ'1(110/fhcﾉloCﾉﾋﾞｙ`Vol!'Mai'1A此(此IM1l〔J'1(/ﾉＩＦ'1(liss(mceAssoci小

Iioll，vol.Ｉ（1983)．I〕ID・’07-24,1>・IIogrefo,`TheliIeolCllristol】hcrSqint（Bcrmano,７ルルー

［'ｉｃｌＩ'０/〃'191isハＳ(ＭＣＳ,ｖｏｌＩ３（1937),ｐI).398-101,Ｊ・人（;lly（e(1),(ﾉﾉＩｒｉｓ(oノル'Ｓ（（j(ｗＭ'１

ｏ/ＩＣﾉI(Ｗｗｙｎ'1(lSmllIlP,ＳＧＩ(lollSocielySupplemelltarySeries,ｖｏＬ６（1985）を参照。

(2)ｌ'・Vinogm(ICI『,`l《casonaIl(lCoIlscienceinSixtcentIl-CenturyJurisl)『,I(Icllco,,ノ`(,叩QIlqr-

Icr！ｙノセUiell',ｖ()Ｌ２１（1908).lハ３７．１．

(3)'1､｣i､.T・Ｉ)IIlcknett＆､1.L・ＢＨＩ･to】〕（eds.),Ｓｆ・cc'711α"もノ)o〔T()「(''1(ﾉβＭ/cll(,SCI(loluSociety，

ｖｏＬ９１（197`l),l).ｘＭｉ．（以下，ノ)oc(()'､(J'1(ﾉSflJdc"（と省JN）

（１）Ｓ｣，.C・Milsom,〃is(ｏｒｊｃ(ＭルbM'1(ﾉα(io'1ｓＱ／〔ＡｅＣｏ'７i''1o'1ノ`(、’（scco'i(此(ﾉilio'】)，（llutter‐

WorIh，198])，I).８９． 

(5)Ｕ[究史全体については，ｉ〕.'(.'《Iinck,CollsciellCG町((il）!(''MﾉｨﾊｃＣｔ’1イパＱ/(Ｗｌ１ｌＣｅﾊｉｉ〃〃(Jr‐

６．Ｍ)(/ｌｗｊ〃"g/(''1(【（AslIgatc,2010),I〕ｐ作71が詳しい。１１Ｗ１町において，ＳI.(lcrnMul〕の法魁

組をIlliっﾉｰ研究は非常に少なく，8t.(ler1I1amの法思想をはこめてW{介し/こ梅原文雄「災lL1iiIj平法

の洲iＩｉｉ（６・充》－｢1然法とセント・ジャーマン」「金沢法学」７巻１１）（1961)，１－`１２『〔のほか，
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ChristoI)Ilcl･SLGermallのエクイティ論（高）

深尾裕造「レスポスの職人の定規一不文法学的立法解Ill2;;の系譜を求めて－（２．完)」『島大

法学」`１２巻`1号（1999)，428-38頁がある。

(6)Ｓｔ､CCI･lIMml:lJlIjJcanGorsonの普作を引１１]しており，この点については，Ｚ・Ruegor,`Ｃｅル

Son，ＳＣＣＩ〕cel)ｔｏ「I】quityaII(lCh)･istophorSt・German',ノノistoノツＱ／ＲﾌﾉilicnノＷＩＣ【Jght,vol､３

（1982),ｐｐ､１－３０が詳しい。

なお．GersoX1Ij，：l上部フランスに生まれ，３２歳でパリ大学の学長になった人物である。思想上

の立場は神秘主綻，卜1世紀の教会大分裂に終止符を打つことになったコンスタンツ公会議（ﾙlM-

８年）における改１V(で指導的な役Wllをiiiじている。森111良紀「ジャン・ジェルソン」「教育思想史

（下)』（上智大学Kljlu恩u1研究所，1985)，349-76頁参11(I。

(7)Ｔ・Moreとの論争については，Ｒ､Pincas,`SirThoIIMlsMore，sControversywithChristo．

ｐhe】･SaiILGerlmMl'’８tl(〔ﾉｉｃｓｉ〃ノリ"glisﾉlLif0r(IZIzrc,ｖｏＬｌ（1961)，Ｉ)I〕､49-62,Ｊ.Ａ､Guy．

‘ThomasMol･can(ＩＣＩ〕ristophcl･Ｓｌ、Germall：ＴｈｅＢａｔｔｌｅｏｆｔｈｏＢｏｏｋｓｏ０Ａ・ｌｉ､ｏｘ＆Ｊ、Ａ・ＧnＶ

（eds.),雌【1ssessillg［ﾉＩＣ〃eﾉlrici("lAgc:〃【l"lqlljs"１，ノ，oliticsu"ｄﾉRu/b『"1．ノ500-ﾉ550（Basil

Blackwell,1986),l)l).95-120を参!(｛。

(8)現時点において，ＳＬＧｅｒｍａｎがH1式な形で王椛に凧われたという記録はなく，非公式のアド

ヴァイザーとして独立した立M1から'1､honMIsCrolnwelIと|産し，王権に助言を行う，ヘンリー８

世の宗教改離をﾘ〔側から支えるいわば改莱立案者の一人であった，と商われている。Ｊ・ＡＣｕｙ・

Christoﾉ)ﾉｌｅｒＳｌ・ＯＧﾉｿﾘ!α'lolLCﾉＭ'1“'ＷＴ"ｄＳＩｑｌＭにＩｐｌ).５'1-5.

(9)JohllSel(1011（1581-1654）が，1689年１h版の著作の【'1で，大法官の足の大きさは人により様々

であるように，大法官の良心も同|)ｉｌであると皮肉ったことも，この問題を難解なものにする要因と

なっただろう。ＳＷ・Singer,Ｗｌｃ７Ｍｊルルノノ、/cﾉOA〃ＳＷＭ（BooksforLibraricsPrcss,1847)，

ｐ､４９． 

(10）ＤＪ(.'《linckが川いた。－%R的な文化に見られる良心と法学上の良心という区分も１つの有効

な分析方法であると思われる。

(11）高友希子「１５１１紐後半から16111細前半イングランドにおける大法爾府裁判所の役削一エク

イティによるコモン・口一・システム拡充プ[]セスに側する法ilill史的研究一」「九大法学』８９号

（2001)，1-95頁。

(12）これは２部櫛成であり，第１部のラテン語版ＤｊｎﾉOgll(，s(/c八'1`α"lclllisl贈l"''八'19雌ｃＺｄｃ

ｃＤ"scicll(iαが1523年ないしl528fl{，英語厳が1531年に刊行され，堀２部（英語版のみ）が

1530年にDmlogl(ｃｉ'1Ｅ'19ﾉﾉSハ〃ctIuirtnDoc(ｏｒｑ/、！()ｊ'1i(ｌｌｕｊｌｄｕＳ〔Ilfc'1ｔｑ/ＺＡｃＬα【ｕｓｑ／

Ｄｌｇｌ(”ノとして111版されﾅﾆ。】5(ｌＩｌｌ【に111版されﾉﾆﾉｌＬｉｌ(lc71rcqtiescq"c(ﾉﾋﾞﾉ,ｃﾉVbIWMditioﾉｌｓ

は第２部のＭｉ論である。Ｓ､E､Ｔｈ〔)rlluはこれを１５`１３年のことと判定しているが（S､12.'1,Ilorne,,SL

Germall,sDoctoran(IStudent，，〃８s(uysillmlgﾉisハLegロノ〃istoRy（'Thellamblc(lonPress，

1985),ｐｌ〕､211-6)，Ｊ､11.Bakcrによれば，１５ｴﾘ1年以降，雑木的に第１部英諮版と第２部を合わせ

ナニものがⅡ1版されるようになった（J・lLBaker,Doclo「(ＩＪＩ〔ﾉＳｔｌｨdent:CmistOpﾉＩＣ'･Ｓａｉ"ZGer‐

ノ７ｍ！〃（LegalClassicsMI〕rary,1988),I).２５)。

（13）ＤＯＣ(o）･(ＷﾉStlldMt,I).７７． 

(14）（）内は乖者が捕ったものではなく，原文表iiilにし/こがったものである。

（15）DocZoJ･ｍｌｄＳｌＭｌ⑪Jt,ｐｐ､７７，７９． 
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(16）DoctordMStlMc'1t仰５７．

(17）ノ)octo『･〔Ｗ/ＳＵＭﾉ()ｌｌｌ,I〕I).57,59．

(18）DoctorulldSfl(ｲﾉbJlLI〕､５９．

(19）〃〃．

(20）〃〃．

(21）ＤＯＣ[orα"ｲﾉＳｔＭｍｌｔ,ｐ､69． 

(22）ＤＯＣ[ｏｒｎＩＭＳ２ｌｲ〔ﾉcll(,I〕I).69,71．

(23）この点について．人民訴訟/畔Ｉ所首席判１１ｌＴｈｏｍａＢＢｒｖａｎ（〔Ll500）が，哉判の【'1で「マキ

シムとは抗弁されないもので`もり，それについて私は論じることを欲しない」と述べたほど，マキ

シムは自明のもの，そ'し自体として十分な椛戚をもっていたと言えよう。ＹｅａｒBook,Michael‐

ｍａｓｔｅｒ、’１２１１e1wyVII,「oli〔）13,ｐｌｅａ７．

とはいえマキシムは，:股:ﾄﾘ所の判断を通じてのみ普遡的なものとなりうるのであっﾉｰ。この限り

において，マキシムはそもそも１１#空を超えて晋jg的でありうるわけではなく，人為的につくられた

産物であったということができる。つまりＪＡ.Ｇｌｌｙが'１;街するように，マキシムとは合理化され

たIiHWであると同時に，lji似の)１１件において同|蝋の緋ＩＩＬに到述する/こめに作られﾉｰ基礎原理なので

ある（J､Ａ・Guy.`LawoI1quityalldConscieIuceiIlllem･icianJuristic'l1llougI1t，､他QsScssi"９２ﾊｃ

〃bllriciq'lAgcfﾉﾉ【"JlMis"1,ノ〕()liZi“(I'WjrRq/br"lj5DW550,I〕l)」96-7.)。したがってマキシムの

権威が，それ自体の継綻性やＩⅡ行に基づいていたことは確かだが，現実的な便宜との調雛の役釧を

担っていた点を者噸するなら，それは人llllの都合を反映したものであったと言えよう。

(２．１）DocZor(J'ldrSIWM“).７９． 

(25）ｉＩ:（27）の本文を見る限り，makersoflaWは，legislntoresと同じ意味で使われている。

(26）Docto/ｗｌ(ｌＳｔ【lUc"い).７９．

(27）ＤＯＣ(or｡"ｲﾉSZll(ﾉc"[,ｐ､９７． 

(28）ノ)octornrl(ﾉＳｔＩｌ(ﾉc"(,I).７７．

(29）DoclornrldSfIJdcll(,I).７９． 

(30）ノ0Ｍ．

(31）ＤＯＣ[o｢α"〔/ＳＺ【ｌｄＭｔ,I〕､９７．

(32）化ｉｆ

(33）Docto7u"(fStll化"(,l).７９．

(3`l）Ｄｏｃｔｏ７ｎｒｌｄＳｔＩｌ(/ell“).９７． 

(35）化id．

(36）ＤＯＣ(orarl(ｌＳＭｄｃﾉ1ｔ,ｐ､７９． 

(37）詳しくは，高友茄子「l51u妃後半から１６１１妃前半イングランドにおける大法官府維判所の役

割」を参照のこと。

(38）訴状には，大法官が定めﾉｰと１$かれており，この点から金緬は必ずしも決まってい/こわけでは

なかったと思われる。：iWIll(j・商友稲子「１５世紀後半から１６世紀前半イングランドにおける大法

嘗府ｿﾞ&判所の役割｣，８８両（】〕」27）を参照。

(39）１１１金付召喚令状の起源については，高友希子「１５世紀後半から１６世紀前半イングランドにお

ける大法官府｝&判所の役制｣，６８，８８頁（n.131）を参照。
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Christol〕lucl･Ｓｔ・Ｇｅｒｍａｎのエクイティ論（高）

１６世紀後半の判例jILによれば，令状配達の鐡務を担っていたシニリフが被告に出廷日を記した

令状をiIl(嬢手渡す以外の場合，在宅巾の被告の妻に手渡すこと（Bnrlowv､Baker)，あるいは被

告がよく立ち寄る家のドアにかけておくこと（JeamsBv､Morgan）も有効であった。ノｌｅﾉ幻r(ｓｏ,.

Cmlsesi'DalaJuccl狭ＣＯ比ｃｔＭｂｙＳｉｒ()cDrgeCmy,ｏｌＪ２Ｑ／(ﾊＰＬ(Tl)ollrsO/ｊＷＷｉﾉli(ｗＬ(l'ル

ｂｃﾉｾﾞ，ｉｎ戯19/jSハバCﾉJorts,ｖ０１．２１，ｐｌ).29-30．

(`10）Ｊ・'1.1〕aker（c(1),RGPo〃ｓｏ/CtTscsの'ｊｏｂ'ＩＣα'ﾂﾞﾉﾉ(voL2),ＳＣＩ(leluSociety・vｏＬ１１６（1999)，

ｌ).578． 

(41）ＤＯＣ(ｏｗＪｒｌｄＳ[l((ﾉＣＩＩ“).326． 

(dl2）DocUor(ｍｄＳｔｌ((んﾉlい).105．

(`13）化〃．

(1,1）例えば上級法廷弁鞭士であり判例災編者でもあったJohI〕ＣＭｙｌｌ（(1.1523）は，「Iill定法が，

コモン・ロ_において与え11}ない救済を与えようとする場合，エクイティによって〔解釈）されな

ければならな」かつﾉごと述べている（C【【ﾉﾂﾞｨﾉもReporlsパo1.2小572)。このことはＴ､IiYl､Pluck-

nettが指摘するように，制定法の文言に新しい解択を施すことにより，文言には含ま'Lないが故

に制定注それ自体によってはil1しえない特別な１１７例であって６．－１ＷM)な法準則の適川を可能にす

るiiW整的な役割をエクイティに胆わせﾉｰ，と理解できる（T・P.T､Pluck11elLACb"cおc〃istoノツ｡／

Ｃｂ"l"１０〃Ｌ(plc（lifthc(litiol】)，（IJitUlo,Ｂｒｏｗｎａｎ(lCoIIII)a】】y,1956),I〕､335)。

しかしながら，あらゆる制定法がエクイティによって解釈されたわけではない。なぜなら，

JohnPort王座裁判所判旦lｉ（M72-I5IO）が言うように，制定法には「コモン・ロ_を拡充」した

り「コモン・口一において利川可Ｉｉｌ;である以外の謙lhiを導き{1吋」「有縦な」性質だけでなく，「コ

モン・ロ－を箔減」する性衝のために「厳Niに用いられるべき」ものがあったからである（J」L

IBnke).（e〔１.),ＴﾉiejVO(cboo〃ｑ/ＳｉハノOmlﾉﾝ０１t,Sel〔lcllSociety,ｖｏＬｌＯ２（1986),ｐ・’1５（no､６０))。

コモン・ロ－によっては与えることのできない救済を与えるために，制定法はエクイティによって

解択されなければならないとし/こJohI1Caryllも，「ｶﾞﾘ刑に1M1わる，あるいIｉコモン・口一の椛威

を低下させるような制定法はすべて，厳|冊に用いられなければならない」のであり，「){Ｉ刑に１Mけ

るIil定法とは，収監やⅡ|産の没収のような人に身体的な)iﾘＮＩＩを与えるもののことである」と主弧し

ていた（０ｍ:y"洽尺印)ｏｒ(sbvo1.2岬５７２（no.`113))。

また1499年には，当時上級法廷弁護士であっﾌﾟｰﾙ111〕I<ingsmiu（(Ｌ1509）も，「コモン・ロ－

を縮減させる制定法は，エクイティによって捉えられるべきではない」と主張し，同じく」２級法廷

弁護士であっﾉｰHumfreyConyngsI)ｙ（(Ll535）は．「コモン・『'一を縮減させる制定法や刑剛に

｜M1わる制定法はエクイティによって捉えられない」ことを明らかにしている（ＹｅａｒBook,Ililary

tel･mjlllem､ｙＶⅡ,IoIiol7-I9,】〕Ｉｃａ７)。もっともＳ､Ｅ・ＴhＣｌ･ｎｏによれば．イヤー・ブックにお

いては，コモン・ロ-の権威を低下させる制定法とｍｌｌ１に関わる制定法のIM1に明確な区別はないと

いうのだが。ＳＥ.Ｔ､home,`1､IleIOquityoIaStatuclll)dlley(ICI〕，sCase.､ＥｓｓａｙｓｏｌｌＥ"glisﾉＩＬＣ‐

“ノノ"sfo'ｙ０ｐ，166.

以上のことから，ＳＬＧｅｌ･Inmllが「エクイティ」を|ＩＩＬ｢側する以iiiにもエクイティという用語が披

判実務において用いられていたことは明らかだが，そのM1合にエクイティが意味していたのは，制

定法を解釈する際に川いられたＩＭａということであった。

(`15）Doctora"aSmdcrlt,ｐ､８９． 
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(46）ＤｏｃｌｏｒＵ"dStIldc"(,I)I).1110113． 

(47）DoCtor(Z"ｄＳｔｌ（dCllC,I).105． 

(`18）ＳＬＧｅｍＭｍは，「イングランド法における|側習の起源を扱っ/こり，あるいはそれらがなぜ法

として(liL持されるのかについて扱った制定法や成文法が存在しいりのは，「王国における古き{１１

習が．唯一にして十分な樅Iii〔だから」であると言う。Doclora"ｄＳＺｌｌｄｃ"U,ｐ､57．

(49）Doc1o｢mldStlJdc'1(,!).105． 

(50）コモン・ロー法Ｗとして活釛の後．大法官となったＭｏｒｅも，当時のコモン・ロー奴判所が抱

えるilI1Hnと良心の関係について意及している（高友希子「１５世紀後半から１６世紀前半イングラン

ﾄﾞにおける大法官1｢{裁判所の役間Ｉ｣，28-9頁）点は指摘しておきたい。
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